
教育委員会室

第１ 議案第１号

第１

報告事項

令和２年度東京都教育委員会表彰の受賞者について（資料１）

教 育 委 員 会 日 程

墨田区教育委員会服務監察規程の一部改正について

令和 3年 1月 7日 (木 ) 午後３時００分から

２　場　所

議決事項

１　日　時
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議案第１号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　墨田区教育委員会服務監察規程の一部改正について

　別紙のとおり改正する。

令 和 3 年 1 月 7 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　地方自治法の一部改正により、引用条文に移動があったことに伴い、所要の規定整
備をする必要がある。
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墨田区教育委員会訓令第 号 

教育委員会事務局   

区 立 幼 稚 園    

区 立 小 学 校    

区 立 中 学 校    

墨田区教育委員会服務監察規程（平成１２年墨田区教育委員会訓令第１２号）の

一部を次の表のように改正する。 

令和３年１月  日 

墨田区教育委員会教育長  加藤 裕之    

 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
  

 （服務監察事項） 

第４条 服務監察は、次に掲げる事項につい

て行う。 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 ⑸ 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４３条の２の２の規定に基づく

職員の賠償責任の調査に関すること。 

 ⑹ 〔略〕 

 （非行及び事故の報告） 

第８条 課長及び校長等は、第４条第１号か

ら第３号までに該当する事実を知ったとき

は、遅滞なく墨田区教育委員会事務局次長

（以下「次長」という。）を経て、教育長

に報告しなければならない。 

２ 教育長は、前項の規定による報告を受け

たときは、直ちに次長を通じ、監察員に事

故監察を命ずるものとする。 

 （措置状況の報告） 

第１１条 関係課長及び校長等は、前条の規 

 定により措置命令を受けた事項については、 

 速やかに必要な措置を講じ、そのてん末を

次長を経て、教育長に報告しなければなら

ない。 

 （教育委員会への報告） 

第１２条 教育長は、第９条第１項の規定に

 〔同左〕 

第４条 〔同左〕 

 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 ⑸ 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４３条の２の規定に基づく職員

の賠償責任の調査に関すること。 

 ⑹ 〔略〕 

 〔同左〕 

第８条 課長及び校長等は、第４条第１号、

第２号及び第３号に該当する事実を知った

ときは、遅滞なく墨田区教育委員会事務局

次長（以下「次長」という。）を経て、教

育長に報告しなければならない。 

２ 教育長は前項の報告を受けたときは、直

ちに次長を通じ、監察員に事故監察を命ず

るものとする。 

 〔同左〕 

第１１条 関係課長及び校長等は、前条の規 

 程により措置命令を受けた事項については、 

 速やかに必要な措置を講じ、そのてんまつ

を次長を経て、教育長に報告しなければな

らない。 

 〔同左〕 

第１２条 教育長は第９条第１項に基づく服
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よる服務監察結果の報告を受けたときは、

その概要について教育委員会に報告する。 

２ 教育長は、前条の規定による措置状況の

報告を受けたときは、その概要を必要に応

じて教育委員会に報告する。 

 （委任） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、服

務観察の実施について必要な事項は、教育

長が定める。 

務監察結果の報告を受けたときは、その概

要について教育委員会に報告する。 

２ 教育長は、第１１条に基づく措置状況の

報告を受けたときは、その概要を必要に応

じて教育委員会に報告する。 

 〔同左〕 

第１３条 この規程に関し必要な事項は教育

長が定める。 

  

付 則 

 この訓令は、令和２年４月１日から適用する。 
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令和２年度東京都教育委員会表彰の受賞者について  

 

１ 表彰区分 

健康づくり功労者（学校保健・学校安全分野） 

 

２ 受賞者 

  所 属  墨田区立本所中学校 

  推薦区分 学校薬剤師 

  氏 名  鳥居
とりい

 徹也
てつや

 

 

３ 表彰式 

今年度の都の表彰式は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となったた

め、表彰状は本所中学校長から贈呈する予定である。 

 

４ その他 

東京都教育委員会表彰（健康づくり功労）等取扱要綱（抜粋） 

  （表彰の目的）  

学校保健、学校安全及び学校給食の指導、運営等を通じて、優れた功績がある学校

関係者、学校関係団体及び組織的、計画的に幼児・児童・生徒の健康づくりに取り組

む学校を表彰することにより、これらに関する積極的な活動を奨励し、東京都におけ

る学校保健、学校安全の水準の向上及び学校給食の普及と充実を図ることを目的とす

る。 

（推薦基準） 

学校保健・学校安全の推進に熱意を示し、顕著な功績又は模範として推奨に値する

具体的な活動実績があった者 
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